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本紙の中で、中小企業とは、中小企業基本法第２条第１項の規定に基づく「中小企業者」をいう。

また、小規模企業とは、同条第５項の規定に基づく「小規模企業者」をいう。さらに、中規模企業と

は、「小規模企業者」以外の「中小企業者」をいう。「中小企業者」、「小規模企業者」については、具

体的には、下記に該当するものを指す。 

 

 

業種 

中小企業者 

（下記のいずれかを満たすこと） 
うち小規模企業者 

資本金 常時雇用する従業員 常時雇用する従業員 

①製造業・建設業・運輸業 

その他の業種（②～④を除く）※ 
３億円以下 300人以下 20人以下 

②卸売業 １億円以下 100人以下 ５人以下 

③サービス業※ 5,000万円以下 100人以下 ５人以下 

④小売業 5,000万円以下 50人以下 ５人以下 

※下記業種については、中小企業関連立法における政令に基づき、以下のとおり定めている。 

【中小企業者】 

①製造業 

ゴム製品製造業：資本金３億円以下又は常時雇用する従業員 900人以下 

③サービス業 

ソフトウェア業・情報処理サービス業：資本金３億円以下又は常時雇用する従業員 300人以下 

旅館業：資本金５千万円以下又は常時雇用する従業員 200人以下 

【小規模企業者】 

③サービス業 

宿泊業・娯楽業：常時雇用する従業員 20人以下 

 


